
告

示 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
告
示
第
二
号 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告

示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
会
長 

野 

崎 
 

 

正 

 
 

 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す 

 
 

る
告
示 

 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県

労
働
委
員
会
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
十
条
中
「
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
」
を
「
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
」
に
改
め
る
。 

第
十
九
条
を
削
る
。 

第
十
八
条
中
「
第
九
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。 

第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
」
を
「
第
十
条
第
一
項
第
一
号
イ
」

に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
十
六
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。 

第
十
五
条
第
二
項
中
「
第
十
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
第

八
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
四
条
を
第
十
五

条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
二
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。 

第
十
一
条
中
「
に
よ
り
、
」
の
下
に
「
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
二

条
と
す
る
。 

第
十
条
第
二
項
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と

す
る
。 

第
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
別
記
様
式
第
三
十
号
」
を
「
別
記
様
式
第
二
十
九
号
」
に
、
「
第

四
条
第
十
五
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
九
号
」
に
、
「
第
百
三
十
四
条
」
を
「
第
百
三
十
四
条

第
一
項
」
に
、
「
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
号

ロ
中
「
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条

と
す
る
。 

第
八
条
第
二
項
中
「
第
十
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
第
十

六
条
第
一
号
」
を
「
第
十
七
条
第
一
号
」
に
、
「
第
十
四
条
各
号
」
を
「
第
十
五
条
各
号
」
に
改

め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。 

第
七
条
中
「
第
二
条
第
六
項
第
二
号
」
を
「
第
二
条
第
九
項
第
二
号
」
に
、
「
第
二
条
第
六
項

第
一
号
」
を
「
第
二
条
第
九
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。 

第
六
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
二
条
第
六
項
第
一
号
」
を
「
第
二
条
第
九
項
第
一
号
」
に

改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
二
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
三
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同



条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
要
配
慮
個
人
情
報
） 

第
二
条 
条
例
第
二
条
第
四
項
の
規
則
等
で
定
め
る
記
述
等
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か

を
内
容
と
す
る
記
述
等
（
本
人
の
病
歴
又
は
犯
罪
の
経
歴
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す

る
。 

一 

次
に
掲
げ
る
心
身
の
機
能
の
障
害
が
あ
る
こ
と
。 

イ 

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
別
表
に
掲
げ
る
身
体

上
の
障
害 

ロ 

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
に
い
う
知
的
障
害 

ハ 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三

号
）
に
い
う
精
神
障
害
（
発
達
障
害
者
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
発
達
障
害
を
含
み
、
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

ニ 

治
療
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
疾
病
そ
の
他
の
特
殊
の
疾
病
で
あ
っ
て
障
害
者
の
日
常

生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十

三
号
）
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
る
障
害
の
程
度
が
同
項
の
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
程
度
で
あ
る
も
の 

二 

本
人
に
対
し
て
医
師
そ
の
他
医
療
に
関
連
す
る
職
務
に
従
事
す
る
者
（
次
号
に
お
い
て
「
医

師
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
行
わ
れ
た
疾
病
の
予
防
及
び
早
期
発
見
の
た
め
の
健
康
診
断
そ

の
他
の
検
査
（
同
号
に
お
い
て
「
健
康
診
断
等
」
と
い
う
。
）
の
結
果 

三 

健
康
診
断
等
の
結
果
に
基
づ
き
、
又
は
疾
病
、
負
傷
そ
の
他
の
心
身
の
変
化
を
理
由
と
し

て
、
本
人
に
対
し
て
医
師
等
に
よ
り
心
身
の
状
態
の
改
善
の
た
め
の
指
導
又
は
診
療
若
し
く

は
調
剤
が
行
わ
れ
た
こ
と
。 

四 

本
人
を
被
疑
者
又
は
被
告
人
と
し
て
、
逮
捕
、
捜
索
、
差
押
え
、
勾
留
、
公
訴
の
提
起
そ

の
他
の
刑
事
事
件
に
関
す
る
手
続
が
行
わ
れ
た
こ
と
。 

五 

本
人
を
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
少

年
又
は
そ
の
疑
い
の
あ
る
者
と
し
て
、
調
査
、
観
護
の
措
置
、
審
判
、
保
護
処
分
そ
の
他
の

少
年
の
保
護
事
件
に
関
す
る
手
続
が
行
わ
れ
た
こ
と
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 


